
不祥事防止の取組について 

竹原市教育委員会 

 

竹原市では、市民・保護者の皆様から信頼される学校づくりを推進するため、教職員による不

祥事防止の取組を実施しています。 

 

１ 竹原市学校教育ビジョン 

 

竹原市教育ビジョンには、「地域とともにある信頼される学校づくりの推進」を基本方針のひと

つとして掲げ、「不祥事防止委員会の機能化と服務規律の確保」を具体的施策として、不祥事防

止に向けた取組を推進しています。 

 

２ 竹原市不祥事防止強化旬間 

竹原市では、不祥事「ゼロ」に向けて、より重点的に取り組むために、「竹原市不祥事防止強化

旬間」を定めています。 

 

【期間】 

毎年 ５月１０日～５月１９日の１０日間 

 

 



【学校の取組】 

（１） 校長による教員一人一人に対する個人面談を通じた指導 

（２） 体罰・セクハラ相談窓口の機能強化と保護者への周知の徹底 

（３） 不祥事防止対策委員会の実施 

（４） 服務規律の確立に向けた校内研修の重点実施 

（５） その他、服務規律の確立に向けた取組 

 

【取組状況の報告】 

各学校は、この期間中の不祥事防止対策委員会の実施状況や校内研修の具体的な取組状況

等について、竹原市教育委員会の求めに応じて報告しています。 

 

４ 相談窓口の設置 

 


